
第６０回がん対策推進協議会議事次第

日 時：平成２８年９月３０日（金） １４：００～１７：００

場 所：航空会館７階 ７０１～７０３会議室

議 事 次 第

１ 開 会

２ 報 告

（１）各検討会の検討状況について

３ 議 題

（１）がん対策推進基本計画の見直しについて

・ライフステージやがんの特性に応じたがん対策について

・がん患者、家族が安心して暮らせる社会の構築について

（２）その他

【資 料】

資料１ がん対策推進協議会委員名簿

資料２ 各検討会の検討状況について

資料３ 第59回がん対策推進協議会での主な御意見

資料４ ライフステージに応じたがん対策について～議論の背景～

資料５ ＡＹＡ世代のがん対策に関する政策提言（清水参考人提出資料）

資料６ 高齢者のがんへの対策（認知症を除いて）（長島参考人提出資料）

資料７ 認知症とがん（小川参考人提出資料）

資料８ がんの特性に応じたがん対策について～議論の背景～

資料９ がん相談支援センター困りごとアンケートから見たがん患者を取り巻く

社会的な問題（若尾参考人提出資料）
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【委員提出資料】

桜井委員、勢井委員、難波委員、馬上委員、若尾委員提出資料

・ライフステージやがんの特性に応じたがん対策について（ＡＹＡ世代）

・ライフステージやがんの特性に応じたがん対策について（高齢者）

・ライフステージやがんの特性に応じたがん対策について（難治性がん・希少がん）

・がん患者、家族が安心して暮らせる社会の構築について（がん患者の社会的問題等） 等

檜山委員提出資料

・ライフステージやがんの特性に応じたがん対策について

・希少がん対策について

【机上参考資料】

桜井委員、勢井委員、難波委員、馬上委員、若尾委員提出参考資料

・がん患者の就労を含めた社会的な問題に関する意見書

桜井委員提出参考資料

・難治性、希少がん対策

若尾委員提出参考資料

・高齢化等により予想される血液内科医の偏在

事務局提出参考資料

・平成２９年度予算概算要求について



各検討会の検討状況について 
 
●がん診療提供体制のあり方に関する検討会 
 ・平成２８年５月２０日（金）（第５回） 
   議題：がん診療提供体制のあり方にについて 等 
 
 ・平成２８年６月１６日（木）（第６回） 
   議題：がんの放射線治療について 等 
 
 ・平成２８年７月７日（木）（第７回） 
   議題：がん診療連携拠点病院等における医療安全について 
      「がん診療連携拠点病院等の指定の検討会」に 

おける課題について 
      がん診療連携拠点病院等の指定要件のあり方に 

ついて  等 
 
 ・平成２８年８月４日（木）（第８回） 
   議題：がん医療に関する情報提供 
      第３期がん対策推進基本計画策定に向けた 

議論の整理（案）について 
      がん診療連携拠点病院等の現状（意識調査） 

について 等 
   

 
 

 
●がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会 
 ・平成２８年５月３０日（月）（第１回） 
   議題：緩和ケアに関するこれまでの議論と今後の議論 

の方向性等について 等 
 
 ・平成２８年６月２７日（月）（第２回） 
   議題：緩和ケア研修について 等 
 
 ・平成２８年７月２７日（水）（第３回） 
   議題：緩和ケア提供体制について 等 
 
 
 

現在、第８回での議論を踏まえ、「第３期がん対策推進基本計

画策定に向けた議論の整理」の確定に向け最終的な調整中。 

今後、検討会において「第３期がん対策推進基本計画策定に

向けた議論の整理（案）」について議論する予定。 

TMHOQ
スタンプ



●がん検診のあり方に関する検討会 
 ・平成２８年５月１２日（木）（第１７回） 
   議題：がん検診に関する実施状況等の調査結果について 
      今後のがん検診の関する論点について 
      がん検診受診率等に関するワーキンググループ 

での論点について 等 
 

 ・平成２８年６月１３日（月）（第１８回） 
  議題：がん検診に関する最近の知見等について 
     職域におけるがん検診について    等 
 
  ▲がん検診受診率等に関するワーキンググループ 
   ・平成２８年６月１４日（火）（第１回） 
     議題：がん検診受診率等に関する問題点について 
        市区町村間で比較可能ながん検診受診率算定法について 
        プロセス指標、特に精検受診率目標値の見直しについて 等 
 
   ・平成２８年７月１１日（月）（第２回） 
     議題：市区町村間で比較可能ながん検診受診率算定法について 
         職域におけるがん検診受診率について 等 
 
   ・平成２８年８月２９日（月）（第３回） 

議題：がん検診受診率等に関するワーキンググループ報告書（案）

について 等 
 
・平成２８年９月２３日（金）（第１９回） 
  議題：がん検診の費用対効果について 
     がん検診における過剰診断について 
     第３期がん対策推進基本計画策定に向けた議論 

の整理（案）について 等 
 
 
 
 
 

現在、第１９回での議論を踏まえ、「第３期がん対策推進基本

計画策定に向けた議論の整理」の確定に向け最終的な調整中。 
 



1 
 

第５９回がん対策推進協議会での主な御意見 
 
【将来を見据えたがん対策の実現に向けた課題】 
 ○予防や検診を重視すべきとする御意見 

 今までの１０年はがんという病気や患者に対する、病院、地域、社会全

体での対策を行うという、医療を中心に対策が進められてきた。更に進

んで、検診や予防について大きく進め、がん患者を減らしていく社会づ

くりにポイントをおくべきではないか。 
 検診については、苦痛なく簡便で正確な検査薬や検査方法を開発すべき

でないか。 
 予防の観点から各保険者とも連携した社会全体で予防の取組が必要で

はないか。 
 大多数の国民に対する対策である、予防と検診について積極的に取り組

むべきではないか。 
 予防的観点から、喫煙対策と感染症対策は重大な課題として取り組むべ

きではないか。 
 早期治療に結びつけるための観点から予防のためのがん検診を推進す

べきではないか。 
 
○ゲノム情報を用いたがん医療等の実現に関する御意見 

 がん登録やゲノム解析などのビッグデータを活用しながら、がんになら

ない（発症予防）についての対策をしっかりと図るべきではないか。 
 最適な治療を最適な患者が受けられるようにする個別化医療の実現が

必要ではないか。 
 ゲノム情報による予測に基づき、早期発見や副作用対策を講ずる取組が

重要ではないか。 
 
○がんの研究推進に関する御意見 

 死亡率の低減の観点から難治性がんや希少がんの克服に向けた研究を

推進すべきではないか。 
 すい臓がんに代表される難治性がんの発生メカニズムや早期発見につ

いての研究を推進すべきではないか。 
 科学的根拠のある免疫療法の推進をすべきではないか。科学的根拠の乏

しい治療について、患者の誤解や混乱を避けるため情報の整理、正しい

情報の発信が必要ではないか。 
 日本人を含むアジア人に共通した課題に対するがん研究を支援する枠
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組みを創設すべきではないか。 
 
○その他の御意見 

 死亡率の低減させる取組について、裏付けを持って進めていく必要があ

るのではないか。 
 学生に対するがん教育に限らず、全国民を見渡した啓発活動を強化すべ

きではないか。 
 
【がんに関する研究・開発】 
 ○がん研究全般に関する御意見 

 免疫療法に関する研究を国内でもさらに活性化する必要あるのではな

いか。 
 治療開発のシーズを解明するため、基礎研究も推進していく必要がある

のではないか。 
 公的資金でサポートされているような臨床グループをさらに活性化す

る取組が重要ではないか。 
 がんの研究の国民への啓発や全体の方向性ついて、わかりやすく公開す

ることが必要ではないか。 
 
○治験や治療開発に関する御意見 

 グローバル企業の新薬開発における、初めて人への投与を行う段階や第

1 相試験から関わるために、医師だけではなくＣＲＣ等に関しても国際

的に通用する人材育成が必要ではないか。 
 産・官・学が連携し、場合によっては規制緩和も含めて、国内からの創

薬に向けた取組が重要。 
 ドライバー遺伝子を標的とした薬については、1 対 1 のコンパニオン診

断薬ではなく、いくつもの遺伝子を一遍に診断できるような形で承認す

る仕組みが必要ではないか。 
 小児の治験のインセンシブを設けるなど、小児の治験を後押しする仕組

みを考えるべきではないか。 
 
○ゲノム研究・医療に関する御意見 

 ゲノム情報に基づいた医療の実現のためには、研究者あるいは医師だけ

ではなく、遺伝カウンセラーや倫理、看護、保健領域の協力の下、人材

育成を進めていく必要があるのではないか。 
 ゲノム情報と臨床結果を照らし合わせたデータが必要であり、橋渡し研
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究から臨床の現場までをつなげるメディカルゲノムセンター（仮称）の

ような拠点が必要ではないか。 
 臨床ゲノム情報統合データベース整備事業のような取組が重要ではな

いか。 
 ゲノム医療の拠点整備に関する検討には、ゲノム情報に基づいた医療提

供体制の議論の中で、集約化・拠点化と均てん化の検討が必要ではない

か。 
 
○政策研究に関する御意見 

 がん政策研究事業においては、個々の研究の中での解決策だけではなく、

解決策の実際の有用性やアウトカムを検証すべきではないか。 
 また、相乗的な効果を得るため、事業間の連携を図るべきではないか。

例えば、がん登録データベースとがん検診を密に連携させ、医療の現場

にいる臨床医も連携して、具体的な政策提言につなげるなどの取組を検

討してはどうか。 
 がん政策研究事業について、研究への患者の参加や意見の把握も大切で

はないか。 
  
 ○社会医学系のがん研究に関する御意見 

 社会医学系の研究を、ＡＭＥＤで実施する研究や政策研究とは別の範疇

で採択することが必要ではないか。 
 欧米でも社会医学的な研究は進んでおり、広い視野での社会医学的な考

察は研究としても重要ではないか。 
 社会医学的な研究は幅が広く、テーマを決められてしまうとなかなか応

募できない点を考慮していくべきではないか。 
 
○サバイバーシップ研究に関する御意見 

 副作用が小さく又は副作用を抑えた治療の開発が必要ではないか。 
 副作用・後遺症を抑えるための支持療法を開発に取組むべきではないか。 
 患者の意識調査やＱＯＬ調査を重視すべきではないか。 

 
○その他の御意見 

 臨床研究中核病院を国際的な研究に対応できる形にしていく必要があ

るのではないか。 
 数字に表れてこない患者の現状を把握するための検討会等の設置が必

要ではないか。 
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【がん登録について】 
○情報の収集に関する御意見 

 登録データと患者の社会的な情報の組み合わせにより、疫学研究の充実

や、サバイバーシップの研究の充実を図るべきではないか。 
 曖昧な定義の下での情報収集は混乱を招くので、情報収集の項目につい

ては配慮すべきではないか。 
 既存の学会のデータと連携を図ることによりよいアウトプットにつな

げていくべきではないか。 
 小児がんの分野では、半数に晩期合併症を発症することを踏まえて、デ

ータ収集し、長期フォローアップにつなげていくべきではないか。 
 
○情報の利用に関する御意見 

 希少がんについては、非常に情報が少ない中で､どの病院で専門的な治

療が行われているかの情報について、個人情報に配慮しながら、可能な

限り公開すべきではないか。 
 小児がんや希少がんについては、１～１０件といった情報でも重要な情

報であり、公表範囲と収集範囲は別かもしれないが、それぞれの項目の

見直しも必要ではないか。 
 数字の出し方として、患者の混乱を招かないような方法が必要ではない

か。 
 情報の利活用についての協議の場には、患者・家族等をメンバーに含め、

当事者目線での情報提供について考える事が必要ではないか。 
 全国がん登録、院内がん登録、均てん化指標から得られるそれぞれの情

報が、十分に整理されていないため、わかりやすい形で情報提供を行い、

今後の議論や問題点の抽出を行うべきではないか。 
 

 



ライフステージに応じた
がん対策について～議論の背景～

事務局説明資料

１．がん医療
①放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とチーム医療の推進
②がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成
③がんと診断された時からの緩和ケアの推進
④地域の医療・介護サービス提供体制の構築
⑤医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組（※）
⑥その他（希少がん、病理診断、リハビリテーション）

（１） 放射線療法、化学療法、手術療
法の更なる充実とこれらを専門的に
行う医療従事者の育成

（３） がん登録の推進

２．がんに関する相談支援と情報提供
患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、患者とその家族にとって

より活用しやすい相談支援体制を実現する。

（２） がんと診断された時からの
緩和ケアの推進

がん対策推進基本計画
重点的に取り組むべき課題

分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目標

全体目標【平成19年度からの10年目標】

（平成24年６月）

（４） 働く世代や小児への
がん対策の充実（※）

（１） がんによる死亡者の減少
（７５歳未満の年齢調整死亡率の２０％減少）

（２） すべてのがん患者とその家族の苦痛の軽
減と療養生活の質の維持向上

（３） がんになっても安心して
暮らせる社会の構築（※）

３．がん登録
法的位置づけの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や院内

がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて、がん登録の精度を向上させ
る。

４．がんの予防
平成34年度までに、成人喫煙率を12％、未成年の喫煙率を0％、受動喫煙に

ついては、行政機関及び医療機関は0％、家庭は3％、飲食店は15％、職場は
平成32年までに受動喫煙の無い職場を実現する。

５．がんの早期発見
がん検診の受診率を5年以内に50％（胃、肺、大腸は当面40％）を達成する。

６．がん研究
がん対策に資する研究をより一層推進する。2年以内に、関係省庁が連携し

て、がん研究の今後の方向性と、各分野の具体的な研究事項等を明示する新
たな総合的がん研究戦略を策定する。

７．小児がん（※）
5年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な機関の整備を

開始する。

８．がんの教育・普及啓発（※）

子どもに対するがん教育のあり方を検討し、健康教育の中でがん教育を推進
する。

９．がん患者の就労を含めた社会的な問題（※）

就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場における理解の促進、
相談支援体制の充実を通じて、がんになっても安心して働き暮らせる社会の構
築を目指す。

（※）は第２期から盛り込まれた項目

1

TMHOQ
スタンプ



今後のがん対策の方向性についての概要
（～これまで取り組まれていない対策に焦点を当てて～）

がん対策推進基本計画に明確な記載がなく、今後、推進が必要な事項

１．将来にわたって持続可能ながん対策の実現

・少子高齢化等の社会・経済の変化に対応する社会保障制度の改革
地域医療介護総合確保推進法に基づく地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保 等
⇒がん患者を含めた国民全体が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる体制の整備

・各施策の「費用対効果」の検証
・発症リスクに応じた予防法や早期発見法を開発・確立することによる個人に適した先制医療の推進
・がん医療の均てん化と集約化の適正なバランスに関する検討

・がん登録情報を活用した大規模データベースの構築

２．全てのがん患者が尊厳をもった生き方を選択できる社会の構築

３．小児期、ＡＹＡ世代、壮年期、高齢期等のライフステージに応じたがん対策

・がん患者が「自分らしさと尊厳」を持って、がんと向き合って生活していくためにはがんに関する正しい情報を獲得するこ
とが重要⇒「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんと共に生きることができる社会」の実現

・障害のある者に対する情報提供、意志決定支援、医療提供体制の整備
・難治性がんに対する有効で安全な新しい治療法の開発や効果の期待できる治療法を組み合わせた集学的治療の開発

・総合的なＡＹＡ世代のがん対策のあり方に関する検討（緩和ケア、就労支援、相談支援、生殖機能温存等）
・遺伝性腫瘍に対する医療・支援のあり方に関する検討

・認知症対策と連動した高齢者のがん対策のあり方に関する検討

等

等

等

（平成27年6月）

2

個々のライフステージごとに異なった身体的問題、精神心理的問題、社会的問題が生
じていることから、ＡＹＡ（Adolescent and Young Adult）世代（思春期世代と
若年成人世代）や高齢者のがん対策等、他の世代も含めた「ライフステージに応じた
がん対策」として、対策を講じていく必要がある。

今後のがん対策の方向性について
～これまで取り組まれていない対策に焦点を当てて～（抜粋）

（平成27年6月）

１．ＡＹＡ（Adolescent and Young Adult）世代のがん対策について

○ ＡＹＡ世代のがん対策については、就職時期と治療時期が重なるため、働く世代
のがん患者への就労支援とは異なった就労支援の観点が必要であることに加え、心理
社会的な問題への対応を含めた相談支援体制、緩和ケアの提供体制等を含めた、総合
的な対策のあり方を検討する必要がある。
○ 思春期世代と若年成人世代の課題の共通点と相違点を整理し、各年代に応じた対
策を検討していく必要がある。
○ ＡＹＡ世代のがんの治療に当たっては、倫理面に配慮しつつ、生殖機能温存に関
する正確な情報提供を患者・家族に対して行うよう、医療従事者に周知を図る必要が
ある。
○ ＡＹＡ世代の患者であっても、病状に応じて適切な介護が受けられる体制を構築
していくことも重要である。
○ 小児がん、ＡＹＡ世代のがん等については、遺伝性腫瘍も存在することから、今
後、遺伝性腫瘍に対する医療・支援のあり方についても検討していく必要がある。

3



○ 我が国では、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行し、平成37（2025）年
には65歳以上の高齢者数は3,657万人（全人口の30.3％）になると推計されている。
○ 厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有病率
と認知症の生活機能障害への対応」研究班の調査によると、平成22年時点で65歳以上
の高齢者では認知症有病率が15％と推計されており、入院をきっかけに認知症と診断さ
れることや認知症の症状が悪化する場合もあることから、発症及び重症化の予防等も含
めて認知症の対策を行いながら、がん医療を提供することが重要である。
○ こうした観点を踏まえて、がんと認知症を併せ持つ高齢者が、住み慣れた地域や住
まいで療養生活を送ることができるような医療・介護体制の整備を進める必要がある。
その際、高齢者のがん患者が人生の最終段階でも緩和ケアをはじめとした医療を適切に
受けることができるよう、医療者だけでなく、介護者への教育を充実させていくことも
重要である。
○ さらに高齢者では自律機能の低下や他疾患の併存、加齢による個体差の拡大など、
身体的な問題が増加するため、高齢者のがん患者に適した治療法を確立することが重要
である。
○ また、個々人の治療方法の選択にあたっては、医師と家族や成年後見人等が十分な
意思疎通を図ることが必要である。

２．高齢者のがん対策について

今後のがん対策の方向性について
～これまで取り組まれていない対策に焦点を当てて～（抜粋）

（平成27年6月）

4

がん対策は、「がん対策推進基本計画」（平成24年６月）に沿って進めている。基本計画では、平成19年度から10年でがんの年齢調整死亡率を20％減
少させることを全体目標としているが、このままでは目標達成が難しいと予測されている。このため、平成27年６月１日に開催された「がんサミット」で
内閣総理大臣の指示を受け、厚生労働省が中心となり、基本計画に示されている分野のうち、①遅れているため「加速する」ことが必要な分野、②当該
分野を「加速する」ことにより死亡率減少につながる分野に絞り、短期集中的に実行すべき具体策を明示した「がん対策加速化プラン」を策定することと
した。プランの３つの柱は「がんの予防」、「がんの治療・研究」、「がんとの共生」である。

実施すべき具体策

がん対策加速化プラン （平成27年12月）

治療・研究 がんとの共生がんとの共生予防予防

① がん検診
• 精検受診率等の目標値設定
• 市町村、保険者の受診率及び取組事例

等の公表
• 保険者に対する検診ガイドラインの策定
• 検診対象者等へのインセンティブの導入
② たばこ対策
• ＦＣＴＣや海外のたばこ対策を踏まえた、

必要な対策の検討
• 厚生労働省としては、たばこ税の税率の

引上げを継続して要望
• ラグビーW杯、東京オリンピック・パラリン

ピックに向けた受動喫煙防止対策の強化
③肝炎対策
• 患者の自己負担の軽減を通じた、重症化

予防の推進
④学校におけるがん教育
• 「がんの教育総合支援事業」の実施

① がん検診
• 精検受診率等の目標値設定
• 市町村、保険者の受診率及び取組事例

等の公表
• 保険者に対する検診ガイドラインの策定
• 検診対象者等へのインセンティブの導入
② たばこ対策
• ＦＣＴＣや海外のたばこ対策を踏まえた、

必要な対策の検討
• 厚生労働省としては、たばこ税の税率の

引上げを継続して要望
• ラグビーW杯、東京オリンピック・パラリン

ピックに向けた受動喫煙防止対策の強化
③肝炎対策
• 患者の自己負担の軽減を通じた、重症化

予防の推進
④学校におけるがん教育
• 「がんの教育総合支援事業」の実施

① がんのゲノム医療
• ゲノム医療実現に向けた実態調査
• 全ゲノム情報等の集積拠点の整備

• 家族性腫瘍の検査・治療等の検討
② 標準的治療の開発・普及
• 高齢者や他疾患を持つ患者への標準

的治療の検証
③ がん医療に関する情報提供
• 患者視点で簡単に検索できる拠点病

院検索システムの構築
④ 小児・AYA世代のがん、希少がん
• 小児がん医療提供体制、長期フォロー

アップ体制等の検討
• AYA世代のがん医療等の実態調査

⑤ がん研究
• 「健康・医療戦略」・「医療分野研究開

発推進計画」及び「がん研究１０か年
戦略」を踏まえた研究の推進

① がんのゲノム医療
• ゲノム医療実現に向けた実態調査
• 全ゲノム情報等の集積拠点の整備

• 家族性腫瘍の検査・治療等の検討
② 標準的治療の開発・普及
• 高齢者や他疾患を持つ患者への標準

的治療の検証
③ がん医療に関する情報提供
• 患者視点で簡単に検索できる拠点病

院検索システムの構築
④ 小児・AYA世代のがん、希少がん
• 小児がん医療提供体制、長期フォロー

アップ体制等の検討
• AYA世代のがん医療等の実態調査

⑤ がん研究
• 「健康・医療戦略」・「医療分野研究開

発推進計画」及び「がん研究１０か年
戦略」を踏まえた研究の推進

① 就労支援
• 拠点病院における仕事の継続を重視し

た相談支援の実施

• ハローワークにおける就職支援の全国
展開、事業主向けセミナー等の開催

• 産業保健総合支援センターの相談員に
よる企業等に対する相談対応等の支援

• 企業向けのガイドラインの策定及び普及
啓発

② 支持療法の開発・普及
• 支持療法に関する研究の推進
③ 緩和ケア
• 緩和ケアチームの実地研修の実施

• 患者の苦痛のスクリーニング方法の事
例集の作成

• 地域連携のための訪問看護師の育成

① 就労支援
• 拠点病院における仕事の継続を重視し

た相談支援の実施

• ハローワークにおける就職支援の全国
展開、事業主向けセミナー等の開催

• 産業保健総合支援センターの相談員に
よる企業等に対する相談対応等の支援

• 企業向けのガイドラインの策定及び普及
啓発

② 支持療法の開発・普及
• 支持療法に関する研究の推進
③ 緩和ケア
• 緩和ケアチームの実地研修の実施

• 患者の苦痛のスクリーニング方法の事
例集の作成

• 地域連携のための訪問看護師の育成
等等等

避けられるがんを防ぐ避けられるがんを防ぐ がん死亡者の減少がん死亡者の減少 がんと共に生きるがんと共に生きる

“がん”を克服し、活力ある健康長寿社会を確立“がん”を克服し、活力ある健康長寿社会を確立 5



「がん対策加速化プラン」における記載（抜粋）

（平成27年12月）

＜現状と課題＞
また、AYA 世代のがん対策については、修学・就職時期と治療時期が重なるた

め、働く世代のがん患者への就労支援とは異なった観点が必要であることに加え
て、心理社会的な問題や教育の問題への対応を含めた相談支援体制、セクシャリ
ティの問題（生殖機能障害や性に関するボディイメージの変化等）への対応、緩和
ケアの提供体制等を含めた、総合的な対策のあり方を検討する必要がある。検討
にあたっては、思春期世代と若年成人世代で、直面する課題に相違点があるとい
うことも指摘されているため、両世代の課題の共通点と相違点を整理し、各年代に
応じた対策を検討していく必要がある。

＜実施すべき具体策＞
小児・AYA世代のがん患者に対し、専門的な治療を提供することのできる施設の

整備や、情報提供、晩期合併症や後遺症などの長期フォローアップ体制、がん患
者の療育・教育・就労環境の整備を充実するため、以下の施策を実施する。
• AYA 世代固有の詳細な課題を明らかにするため、AYA 世代のがん医療等に関

する実態調査や研究を進める。

１．小児・ＡＹＡ世代のがん対策

6

「がん対策加速化プランへの提言」における記載（抜粋）

（平成27年12月）

○ 小児・AYA世代のがん、希少がんの早期発見
○ がん教育で教える内容に小児・AYA世代のがん、希少がん患者に関する事項の追加
○ 小児・AYA世代のがん患者の復学支援
○ ゲノム医療の進展に伴う、サブタイプの細分化を踏まえたがん対策の検討
○ 治療実績の比較などによる施設格差、地域格差の是正
○ 拠点病院間での情報共有を通じた専門性の担保（数多くある疾病の専門役割分担）
○ 小児がんの患者と家族の意識調査の実施
○ 小児がん登録やマイナンバー制度を活用した小児がん経験者の追跡調査による合併症
の治療開発及び疾病ごとのフォローアップスケジュールの確立
○経験者の健康管理マニュアル作成など社会的に自立することを支援するプログラムの開発
○ 発症から成人後までの相談支援の強化（医療、教育、自立、就職など総合的相談支援者の育成）
○ 訪問教育の充実、院内学級の高等部の確立
○ 特別支援学校及び特別支援学級の病弱児枠の拡大

１．小児・AYA世代のがん対策について

２．高齢者のがん対策について

○ 検診の効率を考慮に入れた対象年齢の設定（上限を含む）
○ 後期高齢者などにおける治療の差し控えに関する検討
○ 患者（高齢者、認知症、看取り期等）の意思決定支援、グリーフケア等の充実

～次期がん対策推進基本計画策定に向けて検討すべき事項～
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AYA世代のがん対策に関する政策提言

研究代表者 堀部敬三

研究分担者 清水千佳子、小澤美和、小原 明、山本一仁、大園誠一郎、松本公一、

多田羅竜平、清水 研、新平鎭博、高橋 都、丸 光恵、高山智子、
鈴木礼子、鈴木 直、古井辰郎、中塚幹也、北島道夫、木村文則、
高井 泰、森重健一郎 中村晃和、川井 章

研究協力者 樋口明子、桜井なおみ、北野敦子、富岡晶子、森 文子、吉田沙蘭、
土屋雅子、橋本大哉

1

厚生労働省科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業
「総合的な思春期・若年成人（AYA）世代のがん対策のあり方に関する研究」班

ＡＹＡ世代のがん患者

本研究班における「ＡＹＡ世代のがん患者」の定義： 15歳以上40歳未満のがん患者（治療終了後のがん患者、
ＡＹＡ世代にある小児がん経験者も含む）

がん種やライフステージによる以下の分類でニーズが異なることが予想される

1. がん種による分類

• いわゆる希少がん 多くの診療科にまたがる多様ながん種

• 成人に多いがんの若年世代 common cancerであるが、がん種の中では希少なpopulation

2. ライフステージによる分類

• 思春期(Adolescents) 就学期。精神的・社会的自立に向けた発達段階。就労前で経済的自立ができていない。

意思決定の主体は親になりがち。性的にも発達途上。

• 若年成人(Young adults)  就労期。精神的・経済的に自立し始める。

意思決定は本人。次世代を生み育て、社会を支える。

同じ年齢であっても、自立の度合い、就学・就労・経済的状況、家庭環境により、ライフプランには個人差
があるため、具体的な対応において、上記の分類によって画一的な対応をすることは望ましくない。

2
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ＡＹＡのがん対策に関する政策提言

1. 疾患構成と個別ニーズ、生活を考慮した診療連携体制の構築
2. 包括的・継続的な支援を目指した対策の推進
3. 患者の自立・自己管理を促す対策の推進
4. 関連する課題への取り組みの推進

3
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１．疾患構成と個別ニーズ、生活を考慮
した診療連携体制の構築

（１）現状

• ＡＹＡ世代がん患者（以下、ＡＹＡ）は全国に一定の割合で存在するが、頻度は少なく、医療
機関も医療者も経験数が少ない。

• ＡＹＡにはサバイバーシップに関連したさまざまなニーズがあり、患者ごとのニーズは個別性
が高い。

• ＡＹＡの診療数の多い医療機関のほうが、少ない医療機関よりも専門医、施設認定が充実し
ている。 しかし、診療数の多い医療施設においても、生殖医療専門医、緩和ケア専門医、
精神腫瘍医など、ＡＹＡが必要とする人的リソース、ＡＹＡ病棟などのケア環境が充足してい
ない。

• ＡＹＡは年齢が高くなるほど頻度が増加し、25歳未満では希少がん、25歳以上では子宮頸
がん、乳がんの患者の割合が多い。

• 米国ではＡＹＡの治療成績の改善が不良であり、その背景にＡＹＡ特有の心理・社会的要因
も関係していることを踏まえ、心理・社会的要因を考慮したＡＹＡがん対策が講じられている。

5

（２）方向

• 国は、ＡＹＡ診療数が多いがん診療連携拠点病院を中心に「ＡＹＡ診療拠点」を整備し、その
ための適切な予算措置を講ずる。「ＡＹＡ診療拠点」では、ＡＹＡの多様なニーズに対応でき
るよう、院内外の専門家により構成された「ＡＹＡ支援チーム」を組織し、入院環境（ＡＹＡ病
床、ティーンルーム、ネット環境等）を整えるなどの検討を行う。 「ＡＹＡ診療拠点」は、必要
に応じて地域医療機関からのコンサルテーション業務を担う。

• 希少がんについては、治療成績の向上のため、診療拠点の整備、ネットワークの構築が必
要であるが、その際、ＡＹＡの治療拠点と生活拠点が異なる可能性に留意する必要がある。
治療拠点となる医療機関は、地域の「ＡＹＡ診療拠点」と連携するなど、治療およびケアの医
療連携を行う。

• 国立がん研究センターがん対策情報センターは、各がん診療連携拠点病院の院内がん登
録によるＡＹＡの治療数および治療成績（がん種別、年齢階層別）を集計し、公開するととも
に、治療成績に関連する要因の研究を進め、対策を検討する。
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2．包括的・継続的な支援を目指した対策
の推進

（１）現状

• がん体験は、ＡＹＡの将来構想に影響を与える。また、ＡＹＡは、同世代の健康な若年者に
比べ不安が強い。

• ＡＹＡの中でもライフステージによってニーズの傾向が異なる。発症時には認識されていな
いニーズが、治療後の時間経過とともに新たなニーズとして認識される場合もある。

• 医療従事者はＡＹＡのニーズを十分に認識できていない可能性がある。

• がん対策加速化プラン等では、希少がん、小児がん、緩和ケア、生殖機能温存、就学、就
労についての対策など、ＡＹＡの診療・ケアに関する個別分野での取り組みが進められてい

るが、患者視点での包括的・継続的な情報・相談体制の提供が十分ではない。

7

（２）方向

• 「ＡＹＡ診療拠点」は、院内および地域のＡＹＡのための相談支援窓口を明確にし、ＡＹＡの
不安軽減とＡＹＡの自立・自己実現の支援のための、包括的・継続的な相談・支援を行う。

• 「ＡＹＡ診療拠点」は、ＡＹＡのニーズへの対応が、患者の生活圏にある地域医療機関にお
いても可能となるよう、人的交流・ＩＴなどを利用し、地域の医療者（医師・看護師・相談員
等）および関係者の教育を行う。

• 国は、関連学会との協力のもと、ＡＹＡのサバイバーシップに関する医療従事者の教育・啓
発事業を行う。

• 国立がん研究センターがん対策情報センターは、関連省庁・地方公共団体・その他の団体
によって先行して行われているＡＹＡ対策に関する情報、ＡＹＡ支援に役立ち得る既存のリ
ソースに関する情報を収集し、患者・医療者・医療機関ならびに関連省庁・地方公共団体
その他の団体に発信する。

8



3．患者の自立・自己管理を促す対策
の推進

（現状）

• ＡＹＡの多くは、治療に関する意思決定への参加意欲や自己管理の意識が高い。

• ＡＹＡの多くは、意思決定や自己管理に必要な、がん治療の合併症・後遺症およびそれら
の生活に対する影響や管理方法について、第三者に説明することが困難と感じている。

• ＡＹＡのがん治療後の二次がんの発症や健康上の問題についてのデータが不足している。
さらに、ＡＹＡのがん治療後の長期フォローアップの仕組みは確立していない。

• ＡＹＡのピアサポートのニーズ、家族支援等のニーズが充足していない。

• ＡＹＡには、がんの遺伝に関する情報のニーズがある。同世代の健康な若年者においても
遺伝子検査や予防についての関心が高い。

9

（方向）

• 国は、ＡＹＡの長期予後、二次がん、他の健康上の問題に関するデータベースを構築する
ための研究事業、ならびにＡＹＡの長期フォローアップの健康上の効果および費用対効果
を評価するための研究事業を行い、対策を講ずる。

• 「ＡＹＡ診療拠点」は、患者の治療拠点となる医療機関、地域医療機関との連携により、ＡＹ
Ａの長期的な健康管理、心理社会的支援が可能なフォローアップ体制を構築する。

• 「ＡＹＡ診療拠点」は、がん治療後の健康管理（栄養・運動を含む）についての患者教育を充
実させ、他の医療機関と情報を共有する。

• 国は、ＡＹＡやその家族の、情報や相談支援へのアクセスを向上するため、ＩＴを活用した情
報提供、相談支援窓口の周知、ピアサポートなどの取り組みを推進するための事業を行う。

• 国は、がん治療後の健康管理に関する患者教育や研究を推進するとともに、ゲノム医療の
実用化をめざす国の方針も踏まえ、遺伝性腫瘍に関する教育、カウンセリング・医療提供
体制の構築を推進する。また、遺伝性腫瘍に関する社会的不利益からの擁護の仕組みに
ついても検討する。
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4．関連する課題への取り組みの推進
（現状）

• 意思決定・緩和ケア：ＡＹＡの多くは治療方針決定への積極的な参加を希望しているが、医療者からの
意思決定支援は十分ではない。また、ＡＹＡは、一人で悩む傾向がある。しかしこの潜在的問
題についての、具体的な相談窓口についての情報提供が十分整っていない。6割以上のＡＹＡ
は、終末期の在宅療養を希望しているが、介護に対する支援が不足している。

• 生殖： ＡＹＡへの生殖に関する情報提供と生殖医療との連携は十分ではない。20代後半の生殖関連
ニーズは高いが、若年発症でも治療終了後にニーズが顕在化することもある。がん患者におけ
る生殖医療の治療成績・安全性に関するエビデンスの不足、配偶子・胚の長期保管、生命倫理
的問題についての課題がある。経済的理由により妊孕性温存を行わない患者も少なくない。

• 教育： ＡＹＡの多くは教育の継続を希望している。ＡＹＡの高校生等に対する特別支援教育、在籍校によ
る教育（訪問教育、遠隔教育を含む）等の教育支援のニーズは充足していない。一方、都道府
県教育委員会の約８割は、がんのある高校生に対して何らかの教育支援が行われていることを
把握している。

• 就労： ＡＹＡの9割近くが就労を希望しており、がんの開示により雇用にあたり不当な扱いを受ける可能
性があると危惧する患者も少なくない。また、職業訓練のニーズが充足しておらず、大学等にお
ける病弱・虚弱を含む障害学生の就職支援、キャリア教育支援の実施をしているのは1/3の教
育機関にとどまる。

• 経済： 一般に若年者の保険加入率は低い（20代 55%）。ＡＹＡのほとんどが公的な医療費助成制度を利
用しているが、十分とはいえない。特に低所得のＡＹＡ・被扶養者の治療関連費、治療以外の負
担（入院費差額、交通費、ウィッグなど）の支出に対する負担感は大きい。

11

（方向）

• 緩和ケア：国は緩和ケア研修にＡＹＡの特性を踏まえた意思決定支援の研修を取り入れる。介護保険を
利用できないＡＹＡ世代の在宅療養における介護負担の軽減策を検討する。在宅診療医、訪
問看護ステーションスタッフへの啓発を行う。

• 生殖： 「ＡＹＡ診療拠点」は、がん患者の生殖に関わる適切な情報提供を支援し、地域における生殖
医療機関との連携の窓口となる。学会等との連携により、エビデンスの構築、妊孕 性温存
にかかわる管理・倫理上の問題に対する対策を検討する。妊孕性温存に対する経済的支援策
の検討を開始する。

• 教育： ＡＹＡが学びたい時に教育を受けられる機会を保証し、継続した支援が受けられるよう、「ＡＹＡ
診療拠点」は教育に関する相談窓口を明確にし、さらに教育機関側（教育委員会、教育セン
ター）との調整を行う。教育委員会は、個々の学校だけではなく、特別支援教育と高校教育の
部署で、十分な調整を行う。国は、遠隔教育の活用の推進、単位認定基準の検討を行う。加え
て、特に高等学校や医療機関に対して教育に関する啓発を行う。

• 就労： 国は就労に関する相談窓口である教育関係者、医療者、職場関係者の相談対応能力を向上
するための研修事業を実施する。「ＡＹＡ診療拠点」は、就労関連の相談窓口を明確にするとも
に、その情報を地域の医療機関に周知徹底する。また、大学等の教育機関・ハローワーク等と
の協働により新規就労、キャリア支援等における職業訓練を充実させる。

• 経済： 国立がん研究センターがん対策情報センターや「ＡＹＡ診療拠点」は、既存の助成制度（スライ
ド14参照）について患者・家族・医療者への周知を徹底する。国は、低所得者における交通費、
装具、療養宿泊費等の間接経費の助成の対象範囲の拡大を検討する。
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総括

• ＡＹＡのニーズに関して、担当医等医療機関の医療者が十分に認識することが支援への
第一歩であり、医療者教育が重要である。

• ＡＹＡのニーズは、既存の制度・リソースの活用によって支援しうるものが少なくない。医療
機関における相談窓口を明確にするとともに、既存の制度に関する周知を徹底することが
必要である。

• ＡＹＡの支援には専門的な対応が求められる。各種ニーズに専門的な対応が可能な「ＡＹＡ
支援チーム」や、「ＡＹＡ病棟」等の環境を有する「ＡＹＡ診療拠点」を指定し、ＡＹＡの診療・
支援の充実を図るとともに、「ＡＹＡ診療拠点」を中心に、地域における医療者教育・人材育
成、治療およびケア、長期フォローアップの連携体制を整備する。

• 「ＡＹＡ診療拠点」の整備にあたって、単一施設で全ニーズに対応することは困難と予想さ
れることを考慮し、医療機関・専門領域の壁を超えた弾力的な医療連携を通じて、既存の
リソースを有効に活用していくことが期待される。

13
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高齢者のがんへの対策
（認知症を除いて）

平成28年9月30日
がん対策推進協議会

1

杏林大学医学部内科学腫瘍科 長島文夫

「今後のがん対策の方向性について」
（厚生労働省、2015年6月）から抜粋

1. 高齢者に適した治療法の確立（臨床研究）

2. 大規模データベースの構築と活用

3. 情報弱者（高齢期）に対する適切な情報提
供、意思決定支援

4. 費用対効果の観点からの政策検証

5. 医療と介護の連携

6. 認知症対策を行いながらのがん医療

TMHOQ
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年齢・全身状態別余命データ
国立がん研究センターがん情報サービスのサイトから

生命表の情報を基に上位4分の１、中央、下位4分の１をグラフにプロット
それぞれが、 「比較的健康」な高齢者

「平均的」な高齢者
「状態の悪い」高齢者

をおおよそあらわす、と見なして、治療適応の検討に用いることが可能

元気

文献：Iwamoto, Nakamura, Higashi. Cancer Epidemiology 2014 Oct;38(5):511-4. 

普通 不健康

http://ganjoho.jp/med_pro/med_info/life_expectancy.html

「今後の高齢者がん対策の方向性について」

1. 高齢者に適した治療法の確立（臨床研究）

2. 大規模データベースの構築と活用

3. 情報弱者（高齢期）に対する適切な情報提
供、意思決定支援

4. 費用対効果の観点からの政策検証

5. 医療と介護の連携

6. 認知症対策を行いながらのがん医療



平成26年度厚労科研委託がん対策推進総合研究事
業課題名に「高齢」が含まれるもの

厚生労働省ホームページより抜粋

業務主任者 機関名 研究課題名

岡本 勇 九州大学病院 高齢者進行非扁平上皮非小細胞肺癌に対す
る標準的化学療法の確立に関する研究

小川 誠司 京都大学 高齢者MDSにおけるクローン進化の経時的
理解に基づく新たな治療戦略の構築

土岐 祐一郎 大阪大学大学院 グレリン投与による高齢者食道癌手術の安全
性向上に関するランダム化第2相試験

長島 文夫 杏林大学 高齢がんを対象とした臨床研究の標準化とそ
の普及に関する研究

濱口 哲弥 国立がん研究セ
ンター中央病院

超高齢者社会における治癒困難な高齢切除
不能進行再発大腸癌患者に対する標準治療
確立のための研究

丸山 大 国立がん研究セ
ンター中央病院

高齢者多発性骨髄腫患者に対する至適な分
子標的療法の確立と治療効果および有害事
象を予測するバイオマーカーの探索的研究

臨床研究エビデンス、一般化へ

• 高齢者研究ポリシー（JCOG）を作成
– 「元気な」高齢者に対する治療の確立
– 「脆弱な」高齢者への一般化は課題あり

• 治療の目的は予後の延長のみではない

– 身体機能の維持（寝たきりにならない）
– 認知機能の維持（認知障害がすすまない）
– QOL維持（軽度の副作用でも）

• ガイドライン、まとめの作成

– がん薬物療法(臨床腫瘍学会、癌治療学会・老年医学会)
– 高齢者がん治療の考え方（がんサポーティブケア学会）
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高齢者総合的機能評価とは？
（Comprehensive Geriatric Assessment; CGA）

• 「疾患の評価に加え、ADL、手段的ADL、認知

能、気分・情緒・幸福度、社会的要素・家庭環境
などを確立した一定の評価手技に則って測定、
評価すること」（一般高齢者）

鳥羽研二、高齢者総合的機能評価ガイドライン2003

• 「高齢者の医学・精神心理・機能的能力に焦点
をあてて、多次元、横断的に診断するプロセス
であり、治療や長期フォローアップの計画は、調
和がとれて統合されたものになる」（腫瘍領域）

Wildiers AH. et al. J Clin Oncol. 2014

国際老年腫瘍学会のコンセンサス
CGAにおいて評価すべき項目

1. 身体機能（ADLやIADLなど）

2. 併存症（薬剤を含む）

3. 認知機能

4. 精神機能（抑うつなど）

5. 社会的環境、支援体制

6. 栄養

7. 老年症候群 Wildiers AH. et al. J Clin Oncol. 2014



「今後の高齢者がん対策の方向性について」

1. 高齢者に適した治療法の確立（臨床研究）

2. 大規模データベースの構築と活用

3. 情報弱者（高齢期）に対する適切な情報提
供、意思決定支援

4. 費用対効果の観点からの政策検証

5. 医療と介護の連携

6. 認知症対策を行いながらのがん医療

高齢者における治療法決定のプロセス（参考）
NCCN Guidelines 2015 Older Adult Oncologyより抜粋

• 余命を考慮

• 患者の意思決定能力の評価

• 患者の治療目標と価値観の確認

• 副作用リスクの把握（併存症、高齢者特有の
問題、社会経済支援など）

• 上記リスクに応じて、fit/vulnerable/unfitを
判断、標準治療/（減量治療）/対症療法を提案
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意思決定のための情報へ

• 高齢者においても標準治療は実施されている
のか？＜クオリティーインディケーター；QI＞

（「都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会QI
調査」事務局（東先生）より集計提供）

– 実際にはどのような治療を受けているのか？

– 減量治療なら可能なのか？

• 院内がん登録とDPC/レセプトデータから全国
規模、地域ごとの診療実態の把握

• 診療情報の精度向上により、地域ごとの医療
政策に応用可能か 11

院内がん登録＋DPC＝

院内
がん登録

DPC・EFデータ/
レセプト

何のがん？
どのステージ？
いつ診断？

何の診療がなされた？
手術
化学療法
画像検査
服薬・注射
放射線

両者を組み合わせれば「誰に」「何をしたか」がわかる

何を

ステージⅣで新しく治療を
受けた胃癌

標準的な化学療法を受けたか例：

12がん登録部会QI調査事務局より提供

どのような患者に



QI:胃癌手術不能・化学療法例での
S-1/Cape+CDDP/l-OHP化学療法

13

2013年診断症例、N=3794例

化学療法の実施率は75歳以上で減少
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がん登録部会QI調査事務局より提供

（2013年症例QI調査中間報告より）
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化学療法 S-1 CDDP PTX DTX CPT-11

薬種別・Ⅳ期胃癌への化学療法施行率

74歳～シスプラチンが急下降、S-1は80歳ぐらいで急下降？

年齢

2013年症例 N=6368

がん登録部会QI調査事務局より提供



「今後の高齢者がん対策の方向性について」

1. 高齢者に適した治療法の確立（臨床研究）

2. 大規模データベースの構築と活用

3. 情報弱者（高齢期）に対する適切な情報提
供、意思決定支援

4. 費用対効果の観点からの政策検証

5. 医療と介護の連携

6. 認知症対策を行いながらのがん医療

栄養×リハビリ（生涯スポーツ）×専門指導

• 「地域包括ケアにおける摂食嚥下・栄養支
援」（菊谷班）×「がん患者における栄養ガイ
ド」（長島班）

• 運動を通して、地域ごとの街づくりを

– 三鷹都市創造サロン
（三鷹市と三鷹ネットワーク大学）

– 杏林大学CCRC
（ボッチャによるリハビリ・生涯スポーツ）

– 看護・介護指導
16



• Advanced Course in Geriatric Oncology 
• 腫瘍学・老年医学のエキスパートによるトレーニングプログラム

• 目的
– 老年医（一般医）には腫瘍学の考え方、腫瘍医には老年学の考え方を！

– 若手の腫瘍医と老年医に対して、協働することをトレーニングする

17

取り組みが特に必要な課題

• 多様性評価を診療に組み込み、意思決定支援へ

– 既制度運用の工夫

– 「インフォームドチョイス」の準備、ACP/LWとの整合性

• 医療者・市民へ教育・啓発（仏では卒前後構築に15年）

– 医師（腫瘍医と老年医）のクロストーク、医療・介護者

– 本人・家族（中高生を含む）へ「老死」を含む教育

• 社会として地域にマッチした体制基盤整備

– 医療・介護・居宅の「見える化」（ICT/非ICT）へ向けて

– タスク/リソースシフトを含む柔軟な地域ごとの取組み
18



認知症とがん

国立がん研究センター
先端医療開発センター 精神腫瘍学開発分野

小川朝生

本日の内容

• 高齢化とがん
• 認知症
• 一般病院における認知症の問題
• がん治療における認知症の問題

• 意思決定支援
• 治療上の問題
• 家族をめぐる問題

• がん治療における認知症ケアの構成要件
• 現状

TMHOQ
スタンプ



がんの罹患と年齢は強い相関

超高齢社会とがん

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

年齢階級別がん罹患数(2015－2019の平均）

0-14 15-44 45-54 55-64 65-74 75+
7割以上が65歳以上
がんは高齢者の疾患でもある国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

認知症
• 一度正常なレベルまで達した精神機能が、
何らかの脳障害により、回復不可能な形で損なわれた状態

• 認知症とは、特定の「病名」ではなく、「症候群」
• 65歳以上の約15%が認知症と推定される
• 約50%はアルツハイマー型認知症



認知機能とケア
MMSE 24-30 MMSE 17-23 MMSE 10-16 MMSE 0-9

IADL低下（社会生活に支障）

ADL低下（日常生活に支障）

転倒

平衡感覚
低下

サルコペニア 低栄養

BPSD

家族が認知症に
気づく

入院・治療への
適応に努力を要する
セルフケアの促しが必要
セルフネグレクト

服薬管理、セルフケアへの支援・緊急時対応の支援

日常生活への支援

意思決定への支援

BPSDへの対応

せん妄の予防・対応

初期の段階から身体治療には影響を及ぼす

わが国の一般病院での認知症
一般病棟7対1及び10対1においては、「認知症あり」の患者は2割程度、療養病棟においては
6割以上入院している

〈各病棟の入院患者のうち、「認知症あり」の患者割合〉
※精神科病棟以外

〈各病棟の入院患者における認知症高齢者の日常生活自立度〉

精神科コンサルテーション依頼のうち、25%がせん妄、11%が認知症 （2015 東病院）



認知症とがん

検診

診断

治療方針決定

治療

緩和ケアへの移行

受診
・進行してからの発見が多い
認知症に関連して
・家族・医療者が気づかず、治療を開始してから気づかれる

意思決定に関する課題
・不適切な意思決定がなされている危険

支持療法
・手術（せん妄の発症、身体機能の低下）
・薬物療法（せん妄の発症、内服管理、緊急時の安全）

療養場所の選定
・認知症のBPSD対応とがん治療・緩和支持療法を同時に
提供できる施設が少ない
・緩和ケア病棟の受け入れを断られることがある
・家族への負荷増大

治療適応の判定
・治療医の臨床経験に基づく個々の判断が中心
・系統立てたリスク評価が未確立

認知症とがん治療

• 大腸がん
治療開始から6ヶ月以内の死亡率
認知症なし： 8.5%
認知症あり： 33%

(Raji, et al. Arch Int Med 2008)

背景
• 進行期での発見（スクリーニング手段の問題）
• 合併症の増加
• せん妄・うつ状態の合併
• 介護負担



認知機能障害とがん治療
認知機能評価は安全にがん治療を進める前提

認知症とせん妄が関連する

生じうる問題

• 意思決定能力
• 治療のアドヒアランス
• 有害事象の管理

(Hurria, in Practical Geriatric Oncology 2010)

見逃されやすい
高齢者病棟入院がん患者の27%に”Blessed Test”で認知機能低下を認め
たが、そのうちの36%には認知症やせん妄などの記載、アセスメントがなされてい
なかった

(Flood, J Clin Oncol 2006)

高齢がん患者の意思決定支援

腫瘍による
予後・苦痛への
影響の評価

意思能力の評価
・理解
・状況の把握
・論理的な思考
・選択の表明

・患者の目標や価値観を評価
・目標や価値観が望んでいるが
ん治療と一致しているか確認

代理意思
事前指示
リビングウィル
永続委任
診療録
倫理委員会へのコンサルト

症状マネジメント/支持療法

症状マネジメント/支持療法

リスクアセスメント

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

(NCCNガイドラインより）



治療方針決定の必要性

理解内容の確認

意思決定能力の障害に対応した説明の工夫

除去できる障害要因への対応

意思決定能力の障害要因の探索

説明・患者意向に沿った治療意思決定能力の判定

自己決定可能

推定意思(患者の意思に近い手段から)
事前指示
代理人
ベスト・インタレスト(最善の利益)

説明・患者意向に沿った治療

意思決定能力あり

自己決定困難

意思決定能力の低下

患者自身に治療内容を
どのように理解したか説明
をしてもらうことで確認

痛みなど身体的苦痛
認知機能障害（認知症・せん妄）の合併
うつ病
ストレス反応

環境調整
文章に残す
図示をする
情報を伝える工夫
家族・第三者の支援
情報収集

意思決定
• 適切な治療をが提供されていない危険性

• 「認知症」と診断がつくと「本人は何もわからない」と誤解
• 家族と医療者のみで治療を話し合い決めてしまう危険性

• 認知症と気づかれずに治療が進み、本人や家族に負担
を強いる結果を招く危険性がある

• 認知症に対する認識がまだ低いため、治療開始時に見落とされ
る（リスクの見落とし）

• 治療が進み、予定通り進まないことで初めて気づかれることがあ
る

• せん妄の合併
• 食事摂取の低下、リハビリの遅延（アパシーによる）
• コンプライアンスの不良（経口抗がん剤の内服、ストマ・ケア）

悪性リンパ腫の治療開始時点で25%に意思決定能力の低下がある (Sugano, 2015)
肺がんの薬物療法開始時で24%に意思決定能力の低下 （厚生科研 2012）



認知症が治療に及ぼす影響
• せん妄の発症： 認知症をもつ入院患者の約7割が併発

転倒・転落、ルートトラブルの主たる原因
認知症の進行

• 身体管理
• セルフケア能力の低下： 発熱時などの緊急時に臨機応変の対応ができ

ない
• 合併症の増加：
• 身体機能の低下： 低栄養・脱水を招きやすい
• 服薬管理が困難
• 疼痛コントロールの不良
• リハビリが困難： 失声への対応

• 退院支援・連携
• 施設入所の増加
• 退院後の介護負担の増加 (Sampson 2009; Thompson 2010)

(Alzheimer Scotland 2009)

家族の負担

• 認知症の経過、関連する健康上の問題（特に身体合併症）につ
いて、ほとんどの家族は理解をしていない

(Caron, J Applied Gerontol 2005)

家族が負担を感じる問題
• 予後を予測しあらかじめ起こりうることを相談しなければならないこと
• 意思決定代理に伴う苦痛
• スティグマ
• 介護負担



急性期病院の認知症対応の現状調査
(2015 厚生科研）
• 目的： 急性期病院における認知症ケアの実態を明らかにする
• 対象： DPC参加病院、1578施設
• 方法： 調査票を用いた横断調査
• 内容： 施設での取組内容

病棟での取組（コンサルテーション、栄養管理）
療養環境
入退院調整の現状

• 回答率
848施設より回答 （回答率は53.7%）

マニュア

ル無し

86%

開発中

8%

マニュアル有り
6％

51.3 

63.2 

65.2 

8.2 

19.3 

57.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

退院サマリーへの精神状態の記述

認知症患者への身体拘束の手順書の作成

身体拘束・鎮静の手順書の作成

BPSDへの対応マニュアルの作成

65歳以上の入院患者への精神機能のアセ

スメントの実施

認知症が疑われる場合の連携体制

実施率

医療安全、連携体制

急性期・一般病院では、認知症への対応が未整備



連携・転退院の阻害要因

15.6 21.0 28.8 16.9 15.0 2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知機能障害の問題 精神症状

介護力の問題 入院後のＡＤＬ低下

入院後に生じた医学管理の増加 その他

在宅復帰困難の背景に、
介護力の問題、ADL低下、医学管理の
問題が約6割

在宅復帰が困難であった理由

がん診療連携拠点病院の現状
コンサルテーション型の診療支援を中心に提供

• 主たる支援チーム： 緩和ケアチーム
• 精神症状緩和担当医師を中心に、認知症・せん妄への対応を実施
• 全拠点病院の約7割に常勤医が配置

• その他、せん妄対策チーム、認知症ケアチーム等

• 課題
• 認知症診療・ケアに関する知識・情報不足
• 特に、治療開始時の意思決定が適切になされていない問

題が大きい
• 高齢者の臨床試験を検討するうえで倫理的にも問題



認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン） 平成27年1月27日

（身体合併症等への適切な対応）
認知症の人の身体合併症等への対応を行う急性期病院等では、身体合併症への早期対応と
認知症への適切な対応のバランスのとれた対応が求められているが、現実には、認知症の人の個
別性に合わせたゆとりある対応が後回しにされ、身体合併症への対応は行われても、認知症の症
状が急速に悪化してしまうような事例も見られる。身体合併症対応等を行う医療機関での認知
症への対応力の向上を図る観点から、関係団体による研修も積極的に活用しながら、一般病院
勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修の受講を進める。

身体合併症への適切な対応を行うためには、身体合併症等への対応を行う急性期病院等におけ
る行動・心理症状（ＢＰＳＤ）への対応力を高めること、及び精神科病院における身体合併症
への対応力を高めることがともに重要であり、身体合併症等に適切に対応できる医療の提供の場
の在り方について検討を進める。

急性期病院をはじめとして、入院、外来、訪問等を通じて認知症の人と関わる看護職員は、医療
における認知症への対応力を高める鍵となる。既存の関係団体の研修に加え、広く看護職員が
認知症への対応に必要な知識・技能を修得することができる研修の在り方について検討した上で、
関係団体の協力を得ながら研修を実施する。

認知症対応

認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

• 認知症ケア加算の算定
• 看護職員認知症対応力向上研修

全都道府県を通じて開催（2016-)
• 一般医療機関における認知症対応のための

院内体制整備の手引き
(2015 老健事業)



急性期病院に求められる認知症対応
• 認知症の見落としを防ぐ・初期支援
• せん妄の予防・発見・対応

• 認知機能障害に配慮をした
身体管理

• 疼痛
• 栄養管理・脱水の予防
• 服薬管理
• セルフケア指導・支援

• 認知症を考慮した退院調整

• 認知機能障害に配慮をしたコミュ
ニケーション

• 認知機能障害に配慮をした
治療同意・意思決定支援

• BPSDを予防する環境整備
• 向精神薬使用の適切な判断

個々人の臨床技術で対応するのではなく、システムとして構築し、どの施設でも
提供できるようにする必要

B) 運用：対応の流れを可視化、院内システムの構築
実施：2013年4月～9月に国立がん研究センター東病院全職員を対象にせん妄対応プログラムを実施
評価：プログラム実施前後で、せん妄への認識、予防的ケアの実施向上

がん治療中のせん妄へのマネジメントプログラム
【多職種によるせん妄対応プログラム(教育,運用)の開発】
A) 教育：非薬物的ケアの提供上の問題の抽出、行動科学を基に目標設定

実施：看護師45名を対象にせん妄プログラムを実施
評価：せん妄ケアに対する自信
普及：『がん看護せん妄ケアコース』『地域におけるがん看護せん妄ケア研修企画・

指導者養成研修』を2014年から実施し、がん診療連携拠点病院を対象に
202名受講
国立がん研究センターがん対策情報センターより拠点病院向け研修会を開催

結果 プログラム前
(n = 4,463)

プログラム後
(n =4,030) Odds ratio (95% CI)

ベンゾジアゼピン系薬剤の使用頻度 , % 28.5 23.9 0.79 (0.72-0.88)*
抗精神病薬の使用頻度, % 16.2 21.9 1.40 (1.25-1.57)*
せん妄の記載, % 3.4 15.1 5.19 (4.29-6.31)*
転倒・ルートトラブル 3.2 2.4 0.71 (0.54-0.94)*
入院費用(平均） 886,137 788,085 0.90 (0.90-0.90)*

運用プログラムの臨床効果や医療経済的な側面から効果が示唆(東病院にてパイロット)
比較試験の実施 (AMED 2016-)



課題の解決に向けて

• 認知症・せん妄に関する基本的な知識・技術の早急な普及・啓発

• 特にがん医療においては
• 治療開始時点での意思決定支援のプログラム開発と標準化
• 意思決定能力の評価ならびに認知機能障害に配慮をした支援法

• 基本的な支持療法のプログラム確立（せん妄、疼痛、認知症の身体管理）
• 認知機能障害ががん治療に与えるリスク評価の確立

（高齢者のレジストリ構築）

高齢化によるインパクトに対応するため、2025年までに定着させる必要



がんの特性に応じたがん対策について
～議論の背景～

事務局説明資料

１．がん医療
①放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とチーム医療の推進
②がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成
③がんと診断された時からの緩和ケアの推進
④地域の医療・介護サービス提供体制の構築
⑤医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組（※）
⑥その他（希少がん、病理診断、リハビリテーション）

（１） 放射線療法、化学療法、手術療
法の更なる充実とこれらを専門的に
行う医療従事者の育成

（３） がん登録の推進

２．がんに関する相談支援と情報提供
患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、患者とその家族にとって
より活用しやすい相談支援体制を実現する。

（２） がんと診断された時からの
緩和ケアの推進

がん対策推進基本計画
重点的に取り組むべき課題

分野別施策及びその成果や達成度を計るための個別目標

全体目標【平成19年度からの10年目標】

（平成24年６月）

（４） 働く世代や小児への
がん対策の充実（※）

（１） がんによる死亡者の減少
（７５歳未満の年齢調整死亡率の２０％減少）

（２） すべてのがん患者とその家族の苦痛の軽
減と療養生活の質の維持向上

（３） がんになっても安心して
暮らせる社会の構築（※）

３．がん登録
法的位置づけの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や院内

がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて、がん登録の精度を向上させ
る。

４．がんの予防
平成34年度までに、成人喫煙率を12％、未成年の喫煙率を0％、受動喫煙に
ついては、行政機関及び医療機関は0％、家庭は3％、飲食店は15％、職場は
平成32年までに受動喫煙の無い職場を実現する。

５．がんの早期発見
がん検診の受診率を5年以内に50％（胃、肺、大腸は当面40％）を達成する。

６．がん研究
がん対策に資する研究をより一層推進する。2年以内に、関係省庁が連携し
て、がん研究の今後の方向性と、各分野の具体的な研究事項等を明示する新
たな総合的がん研究戦略を策定する。

７．小児がん（※）
5年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な機関の整備を
開始する。

８．がんの教育・普及啓発（※）

子どもに対するがん教育のあり方を検討し、健康教育の中でがん教育を推進
する。

９．がん患者の就労を含めた社会的な問題（※）

就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場における理解の促進、
相談支援体制の充実を通じて、がんになっても安心して働き暮らせる社会の構
築を目指す。

（※）は第２期から盛り込まれた項目
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希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書の概要

希少がんの現状と課題

専門的な医師や医療機関の所在が分かりにくい。
希少がんホットラインが存在し、非常に有用だが、周知されていない。
情報共有等において患者団体の存在が重要であるが、認知できない患者もいる。
病理診断が難しく、専門性の高い医師が不足。
がん診療連携拠点病院等における相談支援センターの体制が十分でない。
医療提供体制の情報がわかりにくい。
症例が少なく、研究が進みにくい。 等

取り組むべき主な施策

病理診断 バーチャルスライドを用いたカンファレンス。
病理コンサルテーションシステムのコンサルタント増員や事務局の整備。
コンサルテーションにおける費用負担のあり方について検討。等

人材育成 必要な集約化を推進し、希少がんの経験を蓄積した医療機関の確保と、そこでの教育。
拠点病院や専門性の高い医療機関、医師によるかかりつけ医等に対する普及、啓発。 等

情報の集約・
発信

がん登録実務者への研修等の強化。
がん情報サービスで希少がんに関する情報を集約、提供。
質の高い最新の情報を収集し、必要な情報を患者に提供できるようにする。 等

相談支援 国立がん研究センターの相談員研修に希少がんを盛り込む。
希少がんホットラインと連携する等適切な対応ができる相談員の教育、確保。 等

研究開発 必要な集約化を推進し、研究を進めやすい環境を整備。
AMEDでも引き続き希少がんの研究を整備。
研究について患者参画の仕組みを検討。 等

希少がん対策に関する検討の場の設置

国立がん研究センターを事務局として「希少がん対策ワーキンググループ」を設置する。特定のがん種に絞
り、希少がんに関する最新情報の収集・提供、ガイドラインの推進や評価項目の検討などを行う。

（平成27年8月）

2

今後のがん対策の方向性についての概要
（～これまで取り組まれていない対策に焦点を当てて～）

がん対策推進基本計画に明確な記載がなく、今後、推進が必要な事項

１．将来にわたって持続可能ながん対策の実現

・少子高齢化等の社会・経済の変化に対応する社会保障制度の改革
地域医療介護総合確保推進法に基づく地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保 等
⇒がん患者を含めた国民全体が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる体制の整備
・各施策の「費用対効果」の検証
・発症リスクに応じた予防法や早期発見法を開発・確立することによる個人に適した先制医療の推進
・がん医療の均てん化と集約化の適正なバランスに関する検討

・がん登録情報を活用した大規模データベースの構築

２．全てのがん患者が尊厳をもった生き方を選択できる社会の構築

３．小児期、ＡＹＡ世代、壮年期、高齢期等のライフステージに応じたがん対策

・がん患者が「自分らしさと尊厳」を持って、がんと向き合って生活していくためにはがんに関する正しい情報を獲得するこ
とが重要⇒「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんと共に生きることができる社会」の実現

・障害のある者に対する情報提供、意志決定支援、医療提供体制の整備
・難治性がんに対する有効で安全な新しい治療法の開発や効果の期待できる治療法を組み合わせた集学的治療の開発

・総合的なＡＹＡ世代のがん対策のあり方に関する検討（緩和ケア、就労支援、相談支援、生殖機能温存等）
・遺伝性腫瘍に対する医療・支援のあり方に関する検討

・認知症対策と連動した高齢者のがん対策のあり方に関する検討

等

等

等

（平成27年6月）
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○ 膵がんや胆道がんのように未だ治療困難なが
ん等については、５年生存率も低く、患者は診断時
に多大な精神心理的苦痛を抱え、がんと向き合うこ
とができないことも多い。

○ これらの難治性がんに対する、有効で安全な新
しい治療法の開発や効果の期待できる治療法を組
み合わせた集学的治療の開発をより一層推進する
ことにより、より多くのがん患者ががんと向き合い、
がんと共に生きることができる社会を構築していく必
要がある。

今後のがん対策の方向性について
（～これまで取り組まれていない対策に焦点を当てて～）より抜粋

4

がん医療（放射線療法、化学療法、手術療法）の進歩は
目覚ましく、生存率は上昇している。

がんの５年相対生存率 （全がん）の推移

（％）

53.2 54.3
56.9 58.6

62.1

40

50

60

1993-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008
（年）

（出典） 地域がん登録に基づき独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターが集計
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部位別の５年相対生存率（％）
（地域がん登録 2006-2008年診断例）

※５年相対生存率とはあるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の
割合が、日本人全体*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いか
を示す。
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部位別がん年齢調整死亡率の推移
（主要部位、1958-2014）
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部位別がん年齢調整罹患率の推移
（主要部位、1975-2012）
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がん研究１０か年戦略の概要（文部科学省、厚生労働省、経済産業省）

「根治・予防・共生 ～患者・社会と協働するがん研究～」

「基本計画」の全体目標【平成19年度からの10年目標】

今後のあるべき方向性

（１）がんの本態解明に関する研究
（２）アンメットメディカルニーズに応える新規薬剤開発

に関する研究
（３）患者に優しい新規医療技術開発に関する研究
（４）新たな標準治療を創るための研究
（５）ライフステージやがんの特性に着目した重点研究領域
１）小児がん ２）高齢者のがん
３）難治性がん ４）希少がん等 に関する研究

具体的研究事項

（６）がんの予防法や早期発見手法に関する研究
（７）充実したサバイバーシップを実現する

社会の構築をめざした研究
（８）がん対策の効果的な推進と評価に関する研究

・がんの予防と早期発見 ・がんとの共生
・がんの根治をめざした治療
・がん患者とその家族のニーズに応じた

苦痛の軽減

我が国の死亡原因第一位であるがんについて、患者・社会と協働した研究を総合的かつ計画的に推進することにより、がん
の根治、がんの予防、がんとの共生をより一層実現し、「基本計画」の全体目標を達成することを目指す。

戦略目標

・がん研究を継続的に推進していくため、
研究者の育成等にも取り組む。

（１） がんによる死亡者の減少
（７５歳未満の年齢調整死亡率の２０％減少）

（２） すべてのがん患者とその家族の
苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上

（３） がんになっても安心して暮らせる
社会の構築

・産官学が一体となり、「がんの本態解明研究」と「実用化をめざしたがん研究」が一体的かつ融合的につながった疾患研究として推進
・臨床現場から新たな課題や国民のニーズを抽出し研究へと還元する、循環型の研究開発
・研究成果等の国民への積極的な公開による、国民ががん研究に参加しやすい環境の整備と、がん研究に関する教育・普及啓発
・研究推進における利益相反マネジメント体制の整備

【研究開発において重視する観点】

9



【2020年頃までの達成目標】【2015年度までの達成目標】
○ 新規抗がん剤の有望シーズを10種取得
○ 早期診断バイオマーカー及び免疫治療予測マーカーを５種取得
○ がんによる死亡率を20％減少（平成17年の75歳未満の年齢調整死亡率に比べて平成27年に

20％減少させる）

○ ５年以内に日本発の革新的ながん治療薬の創出に向けた10種類以上の治験への導出
○ 小児がん、難治性がん、希少がん等に関して、未承認薬・適応外薬を含む治療薬の実用化に向けた６種
類以上の治験への導出

○ 小児がん、希少がん等の治療薬に関して１種類以上の薬事承認・効能追加
○ いわゆるドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消
○ 小児・高齢者のがん、希少がんに対する標準治療の確立（３件以上のガイドラインを作成）

基礎研究の有望な成果を厳選し、実用化に向けた医薬品・医療機器を開発する研究を推進し、臨床研究等へ導出する。また、臨床研究で得られた臨床データ等
を基礎研究等に還元し、医薬品・医療機器開発をはじめとするがん医療の実用化を「がん研究１０か年戦略」に基づいて加速する。

● 次世代がん医療創生研究事業

がんの生物学的な本態解明に迫る研究、がんゲノ
ム情報など患者の臨床データに基づいた研究及
びこれらの融合研究を推進することにより、がん医療
の実用化に資する研究を推進

フ
ェ
ー
ズ

支
援
基

盤

研
究
開
発

創薬支援ネットワーク

導出

還元

（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）による支援

研究成果を確実に医療現場に届けるため、応用領域後半から臨床領
域にて、革新的な診断・治療等、がん医療の実用化をめざした研究
を強力に推進

● 革新的がん医療実用化研究事業

連携事業課題の最終評価を採択に当たり考慮する

患者のＱＯＬの向上と医療機器産業の競争力強化を図るため、産学連携の
研究体制を構築し、最先端の医療機器の実用化研究開発を推進

● 未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業 導出

還元

基礎研究 臨床研究・治験 実用化非臨床応用研究

実
用
化
（市
販
・医
療
現
場
へ
の
普
及

等
）

日本医療研究開発機構対象経費
平成28年度予算額 167億円（一部再掲）

医療機器開発支援ネットワーク

■文科省、■厚労省、■経産省

大学等発のシーズ

平成28年度予算額 39.7億円 平成28年度予算額 80.6億円

平成28年度予算額 21.0億円《再掲：がん関連部分》

●臨床ゲノム情報統合データベース整備事業《再掲》
オールジャパンのネットワークを形成・整備し、全ゲノム情報等
を集積・解析した情報を医療機関に提供することで個別化医療
を推進

平成28年度予算額 25.9億円《再掲》

企業/ベンチャー等による研究の推進

企業/ベンチャー等による研究の推進

６．ジャパン・キャンサーリサーチ・プロジェクト
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がん政策研究事業
がんの年齢調整死亡率は低下傾向にあるが、罹患率は増加傾向が続いており、その度合いが鈍ってきているとはいえ、減少傾向は認められていない。こういっ
たことから、高齢化社会を踏まえた、在宅医療を含む医療提供体制や終末期医療のあり方等、さらに研究を推進する必要性が高い領域が多く、今後も「がん
対策推進基本計画」の目標達成のため、充実したサバイバーシップを実現する社会の構築と、がん対策の効果的な推進・普及のための研究を推進することが必
要である。

「がん患者の地域完結型医療の推進
に資する研究」

・地域包括緩和ケアプログラムを活用したがん医療
における地域連携推進に関する研究 等

「がん検診の質の向上に資する研究」
・職域を加えた新たながん検診精度管理手法に関する研究
・検診受診率向上をめざした、国民の行動変容を促す方法を開発する研究
・がん予防を推進する大規模コホート研究のあり方に関する研究 等

平成28年度研究の概要

「がん患者の社会的問題の解決に向けた研究」
・働くがん患者の職場復帰支援に関する研究
・医療機関における、医療従事者等の適切な就労相談のあ
り方に関する研究 等

「がん登録等の医療データベースを活用した研究」
・全国がん登録と臓器がん登録の連携体制の構築に関する研究
・都道府県がん登録データ等を活用したがん診療動向把握の研究 等

「がん教育における医師確保のあり方に関する研究」
・がん教育における外部人材としての医師確保のあり方に関する研究 等

「希少がん対策に関する研究」
・希少がん患者の集約化に向けたデータ収集に関
する研究 等

充実したサバイバーシップを実現する社会の構築をめざした研究 がん対策の効果的な推進と評価に関する研究

目標
全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と

療養生活の質の維持向上 がんになっても安心して暮らせる社会の構築がんによる死亡者の減少

「がんと診断された時からの緩和ケアの推進に資する研究」
・がん患者の苦痛のスクリーニング及びトリアージ体制の構築に関する研究
・がん診療連携拠点病院における疼痛緩和の評価と改善に関する研究 等

「総合的ながん対策の推進に資する研究」
・次期がん対策推進基本計画の策定に資する研究
・ＡＹＡ世代の総合的ながん対策のあり方に関する研究
・高齢者の総合的ながん対策のあり方に関する研究 等

新

新

新

新
新

平成28年度予算額 336,566千円
（前年度予算額 322,444千円）
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がん対策は、「がん対策推進基本計画」（平成24年６月）に沿って進めている。基本計画では、平成19年度から10年でがんの年齢調整死亡率を20％減
少させることを全体目標としているが、このままでは目標達成が難しいと予測されている。このため、平成27年６月１日に開催された「がんサミット」で
内閣総理大臣の指示を受け、厚生労働省が中心となり、基本計画に示されている分野のうち、①遅れているため「加速する」ことが必要な分野、②当該
分野を「加速する」ことにより死亡率減少につながる分野に絞り、短期集中的に実行すべき具体策を明示した「がん対策加速化プラン」を策定することと
した。プランの３つの柱は「がんの予防」、「がんの治療・研究」、「がんとの共生」である。

実施すべき具体策

がん対策加速化プラン （平成27年12月）

治療・研究 がんとの共生がんとの共生予防予防

① がん検診
• 精検受診率等の目標値設定
• 市町村、保険者の受診率及び取組事例
等の公表

• 保険者に対する検診ガイドラインの策定
• 検診対象者等へのインセンティブの導入
② たばこ対策
• ＦＣＴＣや海外のたばこ対策を踏まえた、
必要な対策の検討

• 厚生労働省としては、たばこ税の税率の
引上げを継続して要望

• ラグビーW杯、東京オリンピック・パラリン
ピックに向けた受動喫煙防止対策の強化

③肝炎対策
• 患者の自己負担の軽減を通じた、重症化
予防の推進

④学校におけるがん教育
• 「がんの教育総合支援事業」の実施

① がん検診
• 精検受診率等の目標値設定
• 市町村、保険者の受診率及び取組事例
等の公表

• 保険者に対する検診ガイドラインの策定
• 検診対象者等へのインセンティブの導入
② たばこ対策
• ＦＣＴＣや海外のたばこ対策を踏まえた、
必要な対策の検討

• 厚生労働省としては、たばこ税の税率の
引上げを継続して要望

• ラグビーW杯、東京オリンピック・パラリン
ピックに向けた受動喫煙防止対策の強化

③肝炎対策
• 患者の自己負担の軽減を通じた、重症化
予防の推進

④学校におけるがん教育
• 「がんの教育総合支援事業」の実施

① がんのゲノム医療
• ゲノム医療実現に向けた実態調査
• 全ゲノム情報等の集積拠点の整備

• 家族性腫瘍の検査・治療等の検討
② 標準的治療の開発・普及
• 高齢者や他疾患を持つ患者への標準
的治療の検証

③ がん医療に関する情報提供
• 患者視点で簡単に検索できる拠点病
院検索システムの構築

④ 小児・AYA世代のがん、希少がん
• 小児がん医療提供体制、長期フォロー
アップ体制等の検討

• AYA世代のがん医療等の実態調査
⑤ がん研究
• 「健康・医療戦略」・「医療分野研究開
発推進計画」及び「がん研究１０か年
戦略」を踏まえた研究の推進

① がんのゲノム医療
• ゲノム医療実現に向けた実態調査
• 全ゲノム情報等の集積拠点の整備

• 家族性腫瘍の検査・治療等の検討
② 標準的治療の開発・普及
• 高齢者や他疾患を持つ患者への標準
的治療の検証

③ がん医療に関する情報提供
• 患者視点で簡単に検索できる拠点病
院検索システムの構築

④ 小児・AYA世代のがん、希少がん
• 小児がん医療提供体制、長期フォロー
アップ体制等の検討

• AYA世代のがん医療等の実態調査
⑤ がん研究
• 「健康・医療戦略」・「医療分野研究開
発推進計画」及び「がん研究１０か年
戦略」を踏まえた研究の推進

① 就労支援
• 拠点病院における仕事の継続を重視し
た相談支援の実施

• ハローワークにおける就職支援の全国
展開、事業主向けセミナー等の開催

• 産業保健総合支援センターの相談員に
よる企業等に対する相談対応等の支援

• 企業向けのガイドラインの策定及び普及
啓発

② 支持療法の開発・普及
• 支持療法に関する研究の推進
③ 緩和ケア
• 緩和ケアチームの実地研修の実施

• 患者の苦痛のスクリーニング方法の事
例集の作成

• 地域連携のための訪問看護師の育成

① 就労支援
• 拠点病院における仕事の継続を重視し
た相談支援の実施

• ハローワークにおける就職支援の全国
展開、事業主向けセミナー等の開催

• 産業保健総合支援センターの相談員に
よる企業等に対する相談対応等の支援

• 企業向けのガイドラインの策定及び普及
啓発

② 支持療法の開発・普及
• 支持療法に関する研究の推進
③ 緩和ケア
• 緩和ケアチームの実地研修の実施

• 患者の苦痛のスクリーニング方法の事
例集の作成

• 地域連携のための訪問看護師の育成
等等等

避けられるがんを防ぐ避けられるがんを防ぐ がん死亡者の減少がん死亡者の減少 がんと共に生きるがんと共に生きる

“がん”を克服し、活力ある健康長寿社会を確立“がん”を克服し、活力ある健康長寿社会を確立 12

がんの特性に応じたがん対策について
がん対策加速化プランより抜粋

（平成27年12月）

＜現状と課題＞
希少がん対策は、第２期基本計画で新たに加えられた項目である。希少がんの患者が安
心して適切な医療・支援を受けられるようにするため、平成27（2015）年３月に「希少がん医
療・支援のあり方に関する検討会」を立ち上げ、平成27（2015）年８月に課題及び取り組む
べき施策を整理した報告書をとりまとめた。報告書では、希少がん医療に関する医師や医
療機関等の情報が不足していることや、病理診断が難しいこと、希少がんに関する臨床研
究を推進するための体制が不足していること等が課題として指摘されている。

＜実施すべき具体策＞
平成27（2015）年９月にとりまとめた「希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告
書」を踏まえ、以下の施策を実施する。
• 国立がん研究センターを事務局とした「希少がんワーキンググループ（仮称）」を設置し、
個別のがん種について、当該希少がんに関する治療法や治療を受けられる医療機関等
の情報の収集・提供、ガイドライン普及のための対策等を検討する。

• 病理診断の質を向上させるため、バーチャルスライドや映像を集積するデータベースの
構築や、病理コンサルテーションの際に、依頼する医師と診断する専門の医師をつなぐ
仕組みの構築を目指す。

• 研究については、「がん研究10 か年戦略」を踏まえつつ、引き続き適応外や未承認の薬
剤及び医療機器の開発ラグの解消をめざした研究を含む治療開発に取り組む。

１．希少がん対策について
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がんの特性に応じたがん対策について
がん対策加速化プランへの提言より抜粋

（平成27年12月）

○小児・AYA世代のがん、希少がんの早期発見

○がん教育で教える内容に小児・AYA世代のがん、希少がん患者に関する事項の追加

○治療実績の比較などによる施設格差、地域格差の是正

○拠点病院間での情報共有を通じた専門性の担保（数多くある疾病の専門役割分担）

１．希少がん対策について

２．難治がん対策について

○難治性がん対策の推進

～次期がん対策推進基本計画策定に向けて検討すべき事項～
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